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事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年５月４日（火・祝日） ０９時００分ごろ 

発生場所 香川県小豆島大部
おおべ

湾北部 

大部港１号防波堤灯台から真方位０２２°１,２５０ｍ付近 

（概位 北緯３４°３３.５′ 東経１３４°１７.３′） 

事故調査の経過  平成２２年５月６日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

ヨット CAPRICORN
カ プ リ コ ー ン

 Ⅳ
フォー

、７.９トン 

 ２３０－２０６７０兵庫、個人所有 

 ９.２８ｍ（Lr）×３.３４ｍ×１.６８ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、６６.２kＷ、平成１年８月 

 定係地 兵庫県西宮市のマリーナ、最大搭載人員 船員１０人 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６１歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免 許 登 録 日 昭和５６年７月２１日 

  免許証交付日 平成１９年７月１９日 

          （平成２４年８月３日まで有効） 

 死傷者等 負傷 １人（クルー） 

 損傷 船首船底部に破口を生じて浸水、沈没した。 

 事故の経過  本船は、霧中での航海を経験するため、船長ほかクルー２人が乗船し、

船体中央部の喫水が約１.３ｍで、船長が、セールを展帆せずに機走するこ

とにし、船尾付近の操縦席で手動操舵に当たり、レーダー及びＧＰＳプロ

ッターを作動させ、機関を微速力前進として、約４ノット(kn)の対地速力

で航行した。 

 

 船長は、大部港港口の防波堤を通過したとき、概ね大ソワイノハナサキ

北東灯浮標(右舷標識)(以下「北東灯浮標」という。)に向くよう、磁気コ

ンパスを使用して針路を北北東に定めたが、霧のため北東灯浮標を視認す

ることができなかった。 

 船長は、舵を中央にしたのち、操縦席を離れてクルーとともにフェンダ

ーの取り込みやロープ類の片付けを始めた。 

 船長は、片付けが終わったので、北東灯浮標の東側を通過する針路にす

るつもりで、レーダーで船位を確認しようとしたとき、平成２２年５月４

日０９時００分ごろ本船が大ソワイノハナサキの暗岩（以下「暗岩」とい

う。）に乗り揚げた。 
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 本船は、船首船底部に生じた破口から浸水し、１０時００分ごろ沈没し

た。 

 気象・海象 気象：天気 霧、風 ほとんどなし、視程 約１００ｍ 

 海象：海上 平穏、潮汐 ほぼ低潮時 

 その他の事項 (1) 大部港への入港経験等 

   船長は、大部港への入港経験が３～４回あり、乗り揚げた暗岩の存在

を知っていた。また、大部港出港時には、霧のため視界制限状態であっ

たが、船長は、霧中での航海の経験がなかったことから、レーダー、Ｇ

ＰＳプロッター及び磁気コンパスなどを使って霧中での航海を体験した

いと思い、出港した。 

(2) 事故発生水域の状況 

   大部港は、香川県小豆島の北部に位置する大部湾の南部にあり、同湾

の北部から西部にかけては、大島、中ノ島及び弁天島が存在している。

大島の東方には本船が乗り揚げた暗岩が存在するほか、各島の付近には

危険な浅所が存在している。また、乗揚場所の北東３５０ｍ付近には、

右舷標識である北東灯浮標が設置されており、大部港に入出港する船舶

は、北東灯浮標の東側を航行することになる。 

(3) 救助の状況 

   船長は、乗り揚げたのち、浸水により沈没するおそれが生じたので、

０９時４３分ごろ携帯電話で海上保安庁に１１８番通報し、救助を要請

した。 

本船は、１０時００分ごろ沈没したので、救命胴衣を着用した船長及

びクルー２人は、海中に飛び込んで漂流中、１０時３３分ごろ海上保安

庁のヘリコプターに発見され、１０時５４分ごろ巡視艇に救助されて病

院に搬送された。 

(4) クルーが負傷した状況 

     クルー１人が乗揚時の衝撃により、身体のバランスを崩し、キャビン

のテーブルで胸部を打ちつけて、肋骨を骨折した。 

あり 分析 乗組員等の関与 

なし 船体・機関等の関与 

あり 気象・海象の関与 

判明した事項の解析  本船は、霧のため視界制限状態となった大部湾

を北進中、船長が、レーダーなどで船位を確認せ

ず、暗岩に向かう針路で航行し、暗岩に乗り揚げ

たものと考えられる。 

 船長は、霧のため、目標となる北東灯浮標を視

認することができなかったものと考えられる。 

 船長は、操縦席を離れてフェンダーの取り込み

やロープ類の片付けを行っていたものと考えられ

る。 

 船長は、大部港への入港経験が３～４回あり、

乗り揚げた暗岩の存在を知っていたものと考えら

れる。 

 船長は、出港時、霧のため視界制限状態であっ

たが、霧中での航海の経験がなかったことから、
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レーダー、ＧＰＳプロッター及び磁気コンパスな

どを使って霧中での航海を体験したいと思い、出

港したものと考えられる。 

原因  本事故は、本船が、霧により視界が制限された大部湾を北進中、船長

が、船位を確認しなかったため、暗岩に向かう針路で航行し、暗岩に乗り

揚げたことにより発生したものと考えられる。 

 




